
 

 

 

 

「緊急事態宣言」延長を受け、当施設も次のよう

に時短営業期間を延長いたします。 

 

【対象施設】 舞阪総合体育館 全館 

【対象期間】 ９月１３日（月）～９月３０日（木） 

【対象時間】 ９：００～２０：００ 

【そ の 他】 期間中のトレーニング室の最終入場 

       は、１９：３０となります。 

 

 

 

 

舞阪総合体育館 館長 

お知らせ 


